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平成３１年大崎上島町議会（第１回）定例会会議録（第３号） 

 

１ 平成３１年３月１５日大崎上島町議会定例会が大崎上島町役場に招集された。 

２ 出席した議員は次のとおりである。        

   １番  尾 尻 康 二             ２番  越 田 賢 一 

   ３番  閑 田 大 祐             ４番  浜 田 明 利 

   ５番  水 橋 直 行             ６番  森 若   巌 

   ７番  浜 田 幸 造             ８番  前 田   太 

   ９番  渡 辺 年 範            １０番  道 林 清 隆 

  １１番  上 青 木 至            １２番  信 谷 俊 樹 

３ 欠席した議員は次のとおりである。 

   欠席なし 

４ 会議録署名議員は次のとおりである。 

  １１番  上 青 木 至             １番  尾 尻 康 二 

５ 職務のため会議に出席した職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  菅   文 彦     書    記  亀 井 成 美 

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 

   町    長  高 田 幸 典     副  町  長  亀 山 英 治 

   教  育  長  出 口 一 伸     総務企画課長  望 月 邦 彦 

   住 民 課 長  石 本 五十鈴     会 計 課 長  森 下 哲 成 

   福 祉 課 長  池 田 真 二     保健衛生課長  水 下   泉 

   地域経営課長  森 下 隆 典     建 設 課 長  藤 原 通 伸 

   上下水道課長  河 田 昭 司     教 育 課 長  石 田 修 次 

７ 議事日程及び付議事件は次のとおりである。        

   第 １ 議案第１９号 平成３１年度大崎上島町一般会計予算 

   第 ２ 議案第２０号 平成３１年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計予算 

   第 ３ 議案第２１号 平成３１年度大崎上島町介護保険事業特別会計予算 

   第 ４ 議案第２２号 平成３１年度大崎上島町後期高齢者医療保険事業特別会計

予算 

   第 ５ 議案第２３号 平成３１年度大崎上島町公共下水道事業特別会計予算 
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   第 ６ 議案第２４号 平成３１年度大崎上島町農業集落排水事業特別会計予算 

   第 ７ 議案第２５号 平成３１年度大崎上島町漁業集落排水事業特別会計予算 

   第 ８ 議案第２６号 平成３１年度大崎上島町港湾管理特別会計予算 

   第 ９ 議案第２７号 平成３１年度大崎上島町漁港管理特別会計予算 

   第１０ 議案第２８号 平成３１年度大崎上島町交通事業特別会計予算 

   第１１ 議案第２９号 平成３１年度大崎上島町干拓地管理特別会計予算 

   第１２ 議案第３０号 平成３１年度大崎上島町水道事業会計予算 

   第１３        各常任委員会及び議会運営委員会、各特別委員会の閉会中

の事務調査の承認について 

８ 会議の経過は次のとおりである。 

            午前９時００分 開会 

○議長（信谷俊樹君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達していますので、これより平成３１年第

１回大崎上島町議会定例会第３日目を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

 暫時休憩いたします。 

            午前 ９時０１分 休憩 

            午前１０時００分 再開 

○議長（信谷俊樹君） 休憩を解いて会議を再開いたします。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第１、議案第１９号平成３１年度大崎上島町一般会計予算に

ついてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第１９号平成３１年度大崎上島町一般会計予算について提案

説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億９，３３７万２，０００円と定

めるものでございます。施政方針において申し上げましたとおり、新たな大型政策経費は

計上しておりませんが、昨年７月の豪雨災害を踏まえた災害対策関連経費、従前から計画

し設計等に着手しておりました各種施設の改修事業等の執行経費を計上した結果、前年度
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の当初予算と比較すると２億９，０５６万１，０００円、４．３％の増額予算となってお

ります。 

 歳入予算では、町税が１５億３，６６７万５，０００円で、固定資産税の減収見込み等

により、前年度比で３億５，３０７万７，０００円の減となる一方で、地方交付税は町税

収入の減収により、前年度比で７，０００万円の増で２４億円を計上いたしております。 

 財政調整基金から４億４７４万８，０００円を繰り入れることにより、収支の均衡を図

っております。 

 歳出予算では、町の長期総合計画で重点的に取り組むこととしている事業並びに災害に

強いまちづくりに取り組む事業について重点的に予算を配分し、住民の皆様が安心して暮

らせる町、活気あふれるまちづくりに資する事業予算を計上いたしております。 

 第２表債務負担行為では、期間及び限度額について、第３表地方債では、起債の目的、

限度額等についてそれぞれ定めております。 

 詳細については、総務企画課長より説明を申し上げます。慎重審議の上、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） それでは、平成３１年度一般会計当初予算の主なものに

ついて事項別明細書により説明させていただきます。 

 予算書の１７ページをお願いします。 

 歳入予算でございますが、まず町税でございます。本年度予算額は１５億３，６６７万

５，０００円、対前年度比３億５，３０７万７，０００円、１８．７％の大幅な減額でご

ざいます。主なものといたしましては、町民税、法人の現年課税分が７，３７１万７，０

００円で８７５万９，０００円の減額、固定資産税の現年課税分が１１億３，９７３万

２，０００円で３億４，２６４万２，０００円の減額。 

 １８ページをお願いします。 

 町たばこ税の現年課税分が３，７３０万４，０００円で２６９万４，０００円の減額と

なっております。 

 次に、１９ページをお願いします。 

 第２款地方譲与税でございますが、第２款地方譲与税から第８款の地方特例交付金まで

及び１０款の交通安全対策特別交付金については、県の収入見込み額通知により予算計上

をしております。 
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 ２５ページをお願いします。 

 地方特例交付金でございますが、本年度予算額は７３３万１，０００円で、幼児教育無

償化に係る子ども・子育て支援臨時交付金５８４万４，０００円を平成３１年度限りの措

置として新たに計上いたしましたので、対前年比６０５万７，０００円の増となっており

ます。 

 ２６ページをお願いします。 

 地方交付税でございます。普通交付税でございますが、町税の大幅な減収見込みを踏ま

え、各種算定項目の交付見込み額の試算を行い、２１億８，０００万円を計上しており、

対前年比で８，０００万円、３．８％の増額でございます。 

 特別交付税につきましては、対前年比で１，０００万円減の２億２，０００万円を計上

しております。 

 ２８ページをお願いします。 

 分担金及び負担金でございますが、本年度予算額は１億２，１９２万２，０００円、対

前年比８４２万２，０００円の増額でございます。分担金及び負担金は事業の実施に伴

い、受益者の方々にその一部を負担いただいているものでございますが、本年度は分担金

として小規模崩壊地復旧事業分担金４５０万円、急傾斜地崩壊防止対策費分担金３６０万

円を新たに計上いたし、負担金として広島水道用水供給事業負担金を前年度と同額の１億

９２５万５，０００円計上しております。 

 ３０ページをお願いします。 

 使用料及び手数料でございますが、本年度予算額は１億３９７万２，０００円、対前年

比８１６万円の増額でございます。使用料は公共施設等の利用の対価として利用者よりお

支払いいただくものでございますが、主なものは総務使用料として学習交流センター使用

料１，１８０万２，０００円、衛生使用料の温泉施設使用料７３３万２，０００円。 

 ３１ページをお願いします。 

 土木使用料の町営住宅使用料２，９４９万８，０００円、垂水団地使用料１，９０３万

１，０００円等計上いたしており、３２ページをお願いします、引き続き土木使用料でご

ざいますが、定住促進住宅使用料７９５万６，０００円を新たに計上しております。 

 手数料でございますが、町が提供するサービス等の対価としてお支払いいただくもので

ございまして、全体で１，６８１万２，０００円を計上しており、主なものは、３３ペー

ジをお願いします、総務手数料の戸籍手数料等５１７万２，０００円、衛生手数料の塵芥
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処理手数料１，０６２万５，０００円でございます。 

 ３４ページをお願いします。 

 国庫支出金でございますが、本年度予算額は４億９，３８０万５，０００円、対前年比

４，７７７万７，０００円、１０．７％の増額でございます。 

 国庫負担金でございますが、国が一定の義務、責任を持つ事業や事務について負担され

るものでございます。主なものといたしましては、民生費国庫負担金として社会福祉費国

庫負担金に生活保護費国庫負担金７，５９８万５，０００円、障害者の自立に向けた支援

事業に対する国の負担分として自立支援給付費負担金１億３，４６６万５，０００円を、

児童福祉費国庫負担金に認定こども園措置費国庫負担金５，６４２万円、子ども・子育て

支援交付金５０２万４，０００円、施設給付型幼稚園措置費国庫負担金４４９万４，００

０円を、児童手当国庫負担金として４，６２７万円を計上しております。 

 ３５ページをお願いします。 

 続きまして、国庫補助金でございますが、国として特定の事業を推奨または援助してい

くために交付されるものでございますが、主なものといたしましては、総務費国庫補助金

に離島活性化交付金６７４万３，０００円を、民生費国庫補助金に地域生活支援事業６６

０万４，０００円を、衛生費国庫補助金に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金５９７

万６，０００円を、土木費国庫補助金では社会資本整備総合交付金を町道等の改良工事に

対する補助金として４，５００万円、町営住宅改修に対する補助金として２，０２７万

４，０００円を計上しております。 

 ３６ページをお願いします。 

 引き続き、国庫補助金でございますが、消防費国庫補助金では消防施設費国庫補助金５

３８万６，０００円を新たに計上いたし、教育費国庫補助金では東野小学校及び大崎上島

幼稚園改修工事に対する補助金として、教育施設整備費国庫補助金５，０７４万２，００

０円を新たに計上しております。 

 ３７ページをお願いします。 

 県支出金でございますが、本年度予算額は４億２，２０６万９，０００円、対前年比

３，７５７万８，０００円、９．８％の増額でございます。 

 県負担金でございますが、民生費県負担金の社会福祉費県負担金に、先ほどの国庫負担

金と同様に障害者の自立に向けた支援事業に対する県の負担分として自立支援給付費負担

金６，７４６万５，０００円を、児童福祉費県負担金に認定こども園措置費県負担金３，
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４３１万円を、保険基盤安定県負担金に低所得者に対する国民健康保険料の軽減分を公費

で負担することにより、国民健康保険事業の基盤安定に資するため交付される保険基盤安

定県負担金国保分２，４９５万５，０００円、後期高齢者医療分３，２２１万７，０００

円を、農林水産業費県負担金に地籍調査事業費県負担金１，４７２万３，０００円を計上

しております。 

 ３８ページをお願いします。 

 続きまして、県負担金として広島県移譲事務交付金６，１１０万６，０００円を計上し

ております。 

 次に、県補助金でございますが、総務費県補助金では生活航路対策事業１，３０２万

円、首都圏のＩＴ事業者等の誘致に要する県の支援として広島県チャレンジ里山ワーク事

業補助金４４６万８，０００円を、民生費県補助金では重度心身障害者とその家族の経済

的負担の軽減を図るための医療費助成制度に対する補助金として重度障害者医療費支給事

業２，０６０万９，０００円を、衛生費県補助金では海岸漂着ごみ対策事業補助金８２１

万５，０００円を、農林水産業費県補助金でございますが、３９ページをお願いします、

農業費県補助金として新規就農者の経営が軌道に乗るまでの生活支援分として新規就農者

育成交付金事業１，５７５万円を、林業費県補助金では林道天満線新設改良等に対する財

源として県単独林道整備事業補助金１，８５０万円、小規模崩壊地復旧事業補助金４５０

万円を、土木費県補助金では急傾斜地崩壊対策事業県補助金１，６２０万円を新たに計上

しております。 

 委託金でございますが、総務費委託金では、徴税費委託金として９５４万９，０００円

を、４０ページをお願いします、選挙費委託金として参議院議員選挙費委託金１，０４２

万３，０００を新たに、県議会議員選挙費委託金６５８万７，０００円を前年度に引き続

き計上しております。 

 ４１ページをお願いします。 

 次に、財産収入でございますが、本年度予算額は４，２３８万円、対前年比１９９万

２，０００円の増額でございます。普通財産等の貸し付けに伴う収入及び基金の運用収

入、財産の売払収入等を計上しており、主なものといたしましては、財産運用収入の土地

貸付収入（企画調整係）に太陽光発電所設置に伴う土地の貸付料１，３５８万６，０００

円を、利子及び配当金に町が保有する１２の基金運用利子等として１，６００万１，００

０円を計上しております。 
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 ４３ページをお願いします。 

 次に、寄附金でございますが、本年度予算額は２，５００万１，０００円で、ふるさと

納税寄附金について本年度から通年分の収入見込み額を計上することとし、２，５００万

円を計上いたしましたので、対前年比２，２９９万９，０００円の大幅な増額でございま

す。 

 ４４ページをお願いします。 

 繰入金でございますが、本年度予算額は５億１，５２６万８，０００円、対前年比３億

３，７４５万７，０００円、１８９．８％の大幅な増額でございます。 

 基金繰入金では、財政調整基金繰入金４億４７４万８，０００円を計上しており、町税

の減収見込み等に伴い、対前年比３億６６８万円の減額でございます。 

 地域福祉基金繰入金５１７万７，０００円、ふるさとづくり基金繰入金９，７９２万

９，０００円、垂水団地基金繰入金４２６万４，０００円等につきましては、それぞれ基

金の設置目的該当事業に充当することとし計上しております。 

 ４５ページをお願いします。 

 繰越金でございますが、前年度と同様に科目計上でございます。 

 ４６ページをお願いします。 

 諸収入でございますが、本年度予算額は１億１，６２３万１，０００円、対前年比５８

２万５，０００円、５．３％の増でございます。主なものといたしましては、下段の労働

費貸付金元利収入として労働金庫預託金１，５００万円を、４７ページをお願いします、

教育費貸付金元利収入に高校及び大学等奨学金の貸付金収入として２，４３８万２，００

０円を計上しております。 

 続いて、雑入でございますが、６，３４６万７，０００円を計上しております。主なも

のといたしましては、雑入（本庁）では、職員相互派遣に伴う派遣先からの人件費負担分

等として総務企画課１，３１３万２，０００円を、４８ページをお願いします、広島県市

町村振興協会からのまちづくり事業助成金等で財政係１，３３０万円、区等の備品等整備

に対する自治宝くじ助成金７５０万円等を、雑入（大崎支所）の大崎窓口係分して安芸西

野簡易郵便局事務取扱手数料等３７９万３，０００円を計上しております。 

 ４９ページをお願いします。 

 町債でございますが、４９事業等の財源として起債をするものでございます。本年度予

算額は１０億９，３１２万６，０００円、対前年比９，９６２万２，０００円、１０％の
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増額でございます。計上しております主なものといたしましては、総務債として臨時財政

対策債１億１，５８２万６，０００円、過疎地域自立促進基金事業６，５３０万円、庁舎

改修事業４，９３０万円、衛生債として広島中央環境衛生組合負担金４，７２０万円、農

林水産業債として排水機場整備事業２，６６０万円、林道天満線新設改良事業１，５４０

万円。 

 ５０ページをお願いします。 

 商工債として、産業会館整備事業１億２，３２０万円、土木債として町道明石原田線改

良事業等４事業で道路橋りょう債３，７７０万円、単県急傾斜地崩壊対策事業２，１７０

万円、消防債として消防施設整備事業２，６９０万円、防災無線整備事業２，９２０万

円。 

 ５１ページをお願いします。 

 教育債として東野小学校改修事業１億５，３２０万円、大崎上島幼稚園改修事業６，１

８０万円、公民館整備事業９，９３０万円等でございます。起債別の主な内訳といたしま

しては、一般財源としての臨時財政対策債が１億１，５８２万６，０００円で６，７２７

万８，０００円の減額、合併特例債が２億４１０万円で１億２９０万円の減額、過疎債が

５億６，６３０万円で２億９，６３０万円の増額、過疎債ソフト分が１億３，０６０万円

で２，７４０万円の減額、緊急防災・減災事業債が３，２１０万円で２，７００万円の減

額となっております。 

 続きまして、歳出予算の説明に参ります。 

 ５２ページをお願いします。 

 議会費でございますが、本年度予算額は７，６１９万円、対前年比９９万８，０００

円、１．３％の増額でございます。議会活動等に要する経費として計上しており、主には

議員並びに職員の人件費でございます。 

 ５４ページをお願いします。 

 総務費でございますが、本年度予算額は１１億３，７８５万９，０００円、対前年比

３，８６０万７，０００円、３．３％の減額でございます。全般的な管理事務及び企画調

整事務、財政財産管理、教育の島推進事業、税務、戸籍住民登録、選挙事務等に要する経

費を計上しております。 

 総務管理費の主なものといたしましては、一般管理費に各区への助成金等として地区活

動育成助成費２，４９９万２，０００円を計上しております。 
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 ５５ページをお願いします。 

 文書広報費でございますが、法律の改正等に伴う町例規の整備及び例規集等の文書管理

並びに町広報紙発行に要する経費として１，０２３万７，０００円を、財産管理費ではふ

るさと納税に係る事務及び返礼品等に要する経費としてふるさと納税推進事業１，２１４

万７，０００円等を計上しております。 

 ５６ページをお願いします。 

 財産管理費でございますが、庁舎及び町有財産等の維持管理に要する経費を計上してお

りますが、本年度予算額は８，４１３万７，０００円、対前年比２，５２７万１，０００

円の減額でございます。主なものといたしましては、庁舎防水、議場等の改修工事費５，

１９９万７，０００円を含めまして庁舎管理費６，４７３万８，０００円、長島集会所ト

イレ改修工事、白水集会所改修工事６６３万３，０００円を含めまして町有財産管理費

１，８４４万４，０００円を計上しております。 

 ５７ページをお願いします。 

 企画費でございます。企画調整事務及び情報システム等の管理、運用に関する経費を計

上しておりますが、本年度予算額は３億１，０７８万円、対前年比で２，４１９万円の増

額でございます。主なものといたしましては、路線バス維持等に要する経費２，０８９万

１，０００円を含めまして過疎地域振興対策事業費２，３８９万１，０００円、町ホーム

ページ及び職員用パソコン更新経費２，５１７万７，０００円を含めまして情報化推進事

業９，６５７万７，０００円、首都圏のＩＴ企業等の誘致を目的とした施設の整備、運営

に要する経費としてサテライトオフィス運営事業９３３万円、住民等の移動手段の確保を

図るためのコミュニティバス運行事業３，５１３万９，０００円、海上交通運航欠損額補

助事業７，６２４万４，０００円等を計上しております。 

 ６０ページをお願いします。 

 基金費でございます。本年度予算額は８，０４２万２，０００円で、過疎債ソフト分を

財源とした過疎地域自立促進基金積立金６，６６３万５，０００円が主なものでございま

す。 

 次に、教育の島推進費でございますが、本年度予算額は９，２１１万２，０００円、対

前年比で３，４９２万５，０００円の減額でございます。本町の目指す多様な人材を育て

る教育の島づくりの推進に要する経費として教育の島推進事業３７６万８，０００円、大

崎海星高校の魅力化、生徒募集等に要する経費として大崎海星高校活性化支援事業１，９
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８６万円、国の地域おこし協力隊制度を活用した大崎海星高校生徒のキャリアアップを含

めた学力向上に要する経費として公営塾運営事業１，４１４万７，０００円、町内外の学

生等の交流活動の推進、支援のための施設管理運営に要する経費として学習交流センター

管理運営事業４，７１３万７，０００円等を計上しております。 

 ６１ページをお願いします。 

 次に、徴税費でございますが、町税の賦課徴収に要する経費といたしまして６，９１８

万３，０００円、対前年比で１，４４４万７，０００円の増額を計上しております。 

 ６２ページをお願いします。 

 賦課徴収費では固定資産評価替え及び家屋評価システム導入に係る経費を含めまして賦

課徴収諸費３，１２４万９，０００円を計上しております。 

 戸籍住民基本台帳費でございますが、戸籍法に基づく戸籍簿への登録事務等に要する経

費として７，１４０万９，０００円を計上しております。 

 ６３ページをお願いします。 

 次に、選挙費でございますが、選挙管理委員会の運営及び各種選挙の執行に要する経費

として２，１６２万２，０００円、対前年比で１，８１１万８，０００円の増額を計上し

ており、主なものといたしては、６４ページをお願いします、本年７月執行予定の参議院

議員選挙費１，０４２万３，０００円、４月７日執行予定の県議会議員選挙費６５８万

７，０００円、６５ページをお願いします、４月２１日執行予定の町長選挙費４４１万

９，０００円を計上しております。 

 ６８ページをお願いします。 

 民生費でございますが、住民の皆様に一定の生活水準と安定した社会生活を保障するた

めに必要な経費を計上いたしており、本年度予算額は１５億７，２６４万円、対前年比

３，８９８万９，０００円、２．５％の増額でございます。主なものといたしましては、

社会福祉総務費に町社会福祉協議会に対する補助金として社会福祉協議会費２，９１７万

９，０００円、国民健康保険事業特別会計繰出金１億６，８７１万５，０００円、新たに

災害時の福祉避難所開設等に要する経費として地域支え合い体制整備事業４万４，０００

円等を計上しております。 

 ６９ページをお願いします。 

 障害者福祉費でございますが、障害のある方が自立した日常生活や地域生活を営むべく

機能訓練や療養等を受けられるよう支援を行うための経費を計上いたしており、主なもの
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といたしましては、重度心身障害者医療費４，１２６万円、介護給付・訓練等給付費２億

６，７２０万６，０００円等でございます。 

 続きまして、高齢者福祉費でございます。７０ページをお願いします。 

 高齢者の方々が健康で生きがいを持って生活できる生活環境整備と高齢者の保健並びに

医療等の充実を図るための経費を計上しており、主なものといたしましては、老人保護措

置費１，３２１万８，０００円、配食サービス事業１，５１６万２，０００円等を計上し

ております。 

 続いて、介護保険費でございますが、主なものといたしましては、介護保険事業特別会

計繰出金２億４，８８８万５，０００円、本町で福祉事業に従事する人材確保のための社

会福祉人材育成定着事業４０万円、社会福祉人材就職支援金支給事業１００万円、通いの

場活動拠点整備事業を実施するための経費として地域包括ケアシステム事業費２０万円を

計上しております。 

 ７２ページをお願いします。 

 下段の後期高齢者医療費でございますが、主なものといたしましては、療養給付費負担

金１億９，１６８万２，０００円、保険基盤安定繰出金４，２９５万６，０００円を計上

いたしております。 

 ７３ページをお願いします。 

 生活困窮者福祉費では、自立相談支援事業６０１万円等を計上しております。 

 続きまして、児童福祉費でございます。子育て世代がこの地で子供を産み、よりよい環

境の中で育てるための施策に要する経費を計上いたしており、主なものといたしまして

は、児童福祉総務費に第２次子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費として子ど

も・子育て支援事業計画策定事業４１１万２，０００円を、７４ページをお願いします、

児童措置費に医療費の助成対象を中学校卒業まで拡大した乳幼児等医療費給付事業８６５

万８，０００円、認定こども園措置費１億２，９９９万２，０００円、施設給付型幼稚園

運営費１，４８７万円等を計上しております。 

 ７５ページをお願いします。 

 生活保護費でございますが、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な

保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する経費として、７６ページをお願い

します、扶助費の生活保護費に１億１３１万４，０００円を計上しております。 

 ７７ページをお願いします。 
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 衛生費でございますが、住民の方々が健康にして衛生的な生活を営む環境を整備、保持

するために要する経費を計上いたしており、本年度の予算額は７億２，３１５万円、対前

年比２，６２４万円、３．８％の増額でございます。主なものといたしましては、保健衛

生費の保健衛生総務費に住民の健康づくりへの関心や活動の機会をふやし、生活の質の向

上を図ることを目的に本年１月から事業を開始しております、わくわく元気ポイント事業

１，６２７万６，０００円を、７８ページをお願いします、予防費では各種予防接種事業

等に要する経費として予防接種事業費２，３０７万６，０００円を、環境衛生費では災害

廃棄物処理計画策定、不法投棄防止監視カメラ設置等に要する経費として地域廃棄物対策

支援事業５３５万５，０００円、７９ページをお願いします、火葬場運営費でございます

が、指定管理料として１，４４４万４，０００円を、保健事業費では、健やかな妊娠、出

産、育児支援のための母子包括支援センター設置、産前産後サポート事業に要する経費と

して母子保健事業費１，６０５万８，０００円、がん、健康増進、生活習慣病対策及び食

育等に要する経費として生活習慣病対策費１，３９３万５，０００円等を計上しておりま

す。 

 ８１ページをお願いします。 

 清掃費でございますが、塵芥処理費では一般廃棄物収集運搬費５，００８万６，０００

円を、８２ページをお願いします、清掃総務費では広島中央環境衛生組合負担金として２

億４，０７０万円を計上しており、新ごみ施設建設負担金の増に伴い対前年比で１，７８

９万２，０００円の増額でございます。 

 上水道費でございますが、上水道費に上水道事業会計補助金１億７１６万６，０００

円、広島県水道用水供給事業負担金１億９２５万５，０００円を計上しております。 

 ８３ページをお願いします。 

 労働費でございますが、労働諸費に勤労者の生活の安定と福祉の向上に資するため、労

働金庫預託金１，５００万円を計上しております。 

 ８４ページをお願いします。 

 農林水産業費でございますが、農業委員会の運営並びに農林水産業の振興等に必要な経

費を計上いたしております。本年度予算額は４億３，２４９万５，０００円、対前年比１

０６万８，０００円、０．３％の増額でございます。主なものといたしましては、８５ペ

ージをお願いします、農業総務費では沖浦農業開発センター改修設計経費を含めまして農

業総務諸費６８万５，０００円を、農業振興費でございますが、新規就農者の支援に要す
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る経費として新規就農者育成交付金事業１，５７５万円等を、８６ページをお願いしま

す、農地費でございますが、農地の整備並びに農業用水等の維持管理に要する経費を計上

いたしており、本年度予算額は１億４７７万６，０００円で、対前年比で１，４１２万

８，０００円の増額でございます。主なものといたしましては、農業集落排水事業特別会

計繰出金２，８２１万４，０００円、広田排水機場発電機更新、大串基幹配水浚渫・脇之

浦樋門改修経費等を含めまして農地整備諸費４，１４１万１，０００円、県営事業負担金

として大崎東地区畑地帯総合整備事業２，５５０万円等を計上しております。 

 ８７ページをお願いします。 

 地籍調査費でございますが、本年度に引き続き東野地区の地籍調査等に要する経費とし

て３，４９６万８，０００円を計上しております。 

 林業費でございますが、８８ページをお願いします、主なものといたしましては、林業

総務費にイノシシ等有害鳥獣の捕獲奨励金及び処理施設の維持管理費に要する経費として

有害鳥獣駆除対策費１，６７１万１，０００円を、８９ページをお願いします、林道新設

改良費に林道天満線新設改良費２，９５５万円等を、治山費では原田地区、崩壊地区復旧

に要する経費として小規模崩壊地復旧費９００万４，０００円を計上しております。 

 続いて、水産業費でございますが、９０ページをお願いします。 

 水産業振興費では、沖浦漁港船台レール改修に要する経費を含めまして水産振興対策諸

費１，９５４万１，０００円、前年度からの継続事業として、継続的な漁業生産を目指し

た漁港漁場の再生等に要する経費として、新たな漁港漁場整備事業３，９５２万８，００

０円を、９１ページをお願いします、漁港建設費に漁業集落排水事業特別会計繰出金５，

４３５万６，０００円等を計上しております。 

 ９２ページをお願いします。 

 商工費でございますが、商工業の振興、自然公園及び観光資源の開発及び交流・定住の

推進等に要する経費を計上いたしており、本年度予算額は２億６，６０３万６，０００

円、対前年比１億２，８３７万９，０００円、９３．３％の大幅な増額でございます。主

なものといたしましては、商工振興費に創業、事業持続化等の小規模企業振興支援事業に

要する経費として中小企業振興対策費３７５万円を、９３ページをお願いします、商工観

光施設費に施設の改修経費を含めまして産業会館管理運営費１億２，７７３万４，０００

円を、自然公園施設費に沖菅原親水公園遊歩道改修工事等を含めまして自然公園施設管理

費１，９９９万９，０００円を、９４ページをお願いします、交流・定住推進費では中頓
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別町との交流特産品開発事業に要する経費を含めまして、地域間交流事業３４７万９，０

００円等を計上しております。 

 ９５ページをお願いします。 

 次に、土木費でございますが、道路、河川、港湾、住宅等の整備、維持管理に要する経

費を計上いたしており、本年度予算額は５億４，２９４万１，０００円、対前年比４，６

６６万１，０００円、９．４％の増額でございます。主なものといたしましては、道路橋

りょう総務費に交通事業特別会計繰出金３，３７２万３，０００円を、道路維持費では側

溝清掃、伐木等処理に対応するため、対前年比１，３２５万円増の４，８２２万７，００

０円、９６ページをお願いします、広島県移譲事務交付金を財源とした県道維持管理費

２，３１５万５，０００円等を、道路新設改良費では町道明石原田線改良事業等５事業の

経費として７，７７８万８，０００円、県道改良事業負担金１７０万円を計上しておりま

す。 

 ９７ページをお願いします。 

 河川費でございますが、河川維持費では、原下地区浸水対策調査、各地の水路等改修工

事等を含めまして、河川維持管理費に対前年比７７０万円増の１，９１６万１，０００

円、広島県移譲事務交付金を財源とした建設海岸維持管理費８１４万４，０００円等を、

９８ページをお願いします、砂防費では新たに野賀水源地、柿ノ浦貯水池の安全対策に係

る測量設計業務に要する経費として老朽化施設安全対策事業１，０２１万７，０００円

を、急傾斜地崩壊対策費では清光寺地区急傾斜地崩壊対策事業に要する経費として新たに

単県急傾斜地崩壊対策事業４，１５１万円を計上しております。 

 次に、港湾費でございますが、９９ページをお願いします。 

 港湾建設費に県営海岸保全事業及び単県港湾改良事業負担金として９９８万３，０００

円を計上しております。 

 都市計画費でございますが、公共下水道費に公共下水道事業特別会計繰出金７，０９１

万円を、住宅環境改善費では住宅新築改築助成事業１，４００万円を、危険建物除却推進

費では危険建物除却推進事業３６０万円を、住宅費でございますが、住宅管理費では向山

団地３号棟外壁改修、元町住宅外壁改修、屋上防水工事費用を含めまして町営住宅維持管

理費５，８００万８，０００円、１００ページをお願いします、給湯器の全戸設置工事費

を含めまして垂水団地維持管理費２，３２９万５，０００円等を計上しております。 

 １０１ページをお願いします。 
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 消防費でございますが、常備消防及び消防団の運営、防災に関連する事業に要する経費

を計上しており、本年度予算額は３億８，０１６万６，０００円で、垂水排水施設更新工

事の終了に伴い対前年比１億４，６２７万円、２７．８％の大幅な減額でございます。主

なものといたしましては、常備消防費に東広島市への委託金として高機能消防指令センタ

ー整備事業に係る負担金７２９万３，０００円を含めまして対前年比８８８万８，０００

円増の常備消防運営費２億２，９７９万１，０００円を、非常備消防費では町内４カ所の

排水機場の水管理システム構築に要する経費等として水防費５３６万４，０００円を、１

０２ページをお願いします、消防防災施設費では防災行政無線施設の老朽化した親局卓更

新に要する経費等として防災無線等維持管理費３，９８３万４，０００円、災害時におけ

る飲食物及び資機材等備蓄品の購入、消防積載車２台の更新及び消防団員のヘルメット、

ヘッドライト購入等に要する経費として消防・防災設備機材等整備費２，１３２万４，０

００円を、岩白消防屯所便所整備、防火水槽２基等の整備に要する経費として消防施設整

備費３，２５６万６，０００円を、１０３ページをお願いします、災害対策費では町地域

防災計画の改正、土砂災害ハザードマップの作成及びウエブ版の導入に要する経費等とし

て災害対策費８９８万７，０００円を計上しております。 

 １０４ページをお願いします。 

 教育費でございますが、教育委員会、幼稚園、小・中学校の運営、社会教育の推進等、

本町の教育全体に要する経費を計上しており、本年度予算額は８億８，８４９万３，００

０円、対前年比３億４，４３１万円、６３．３％の大幅な増額でございます。主なものと

いたしましては、事務局費に、小・中学校の遠距離通学者に大崎上島幼稚園に通園する通

園児を加えたスクールバスの運行及び通園支援等に要する経費等として園児・児童・生徒

送迎事業３，９８０万１，０００円を、小・中学校へのタブレット導入に要する経費とし

て町立学校情報機器整備事業７９６万２，０００円等を計上しております。 

 １０５ページをお願いします。 

 外国青年招致費でございますが、語学指導に係る外国青年の４名体制を維持し、幼稚

園、小学校、中学校の外国語教育の充実を図るとともに、地域の国際交流の推進を図るべ

く１，９２３万３，０００円を計上しております。 

 １０６ページをお願いします。 

 小学校費でございますが、３小学校の管理運営、教育振興、施設改修に要する経費とし

て２億６，４１７万円を計上しており、東野小学校大規模改修事業１億９，７３９万９，
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０００円の計上により、前年度比１億９，０５２万１，０００円の増額でございます。 

 １０８ページをお願いします。 

 中学校費でございますが、大崎上島中学校の管理運営、教育振興に要する経費として

２，５６９万２，０００円を計上しており、教育補助員配置等により３０２万５，０００

円の増額でございます。 

 １１０ページをお願いします。 

 幼稚園費でございますが、町立幼稚園の管理運営及び私立幼稚園の振興に要する経費を

計上しており、大崎、木江幼稚園の統合に伴い、大崎、木江幼稚園費を廃目とし、新たな

科目として大崎上島幼稚園費及び学校施設整備費を設けております。本年度の予算額は１

億８７１万５，０００円で、大崎上島幼稚園改修事業６，８３９万９，０００円の計上に

より６，７３１万３，０００円の増額となっております。 

 １１１ページをお願いします。 

 修学奨励費でございますが、誰もが経済的理由により高校、大学等への進学を断念する

ことなく教育を受けられるような奨学金の充実を図ることとしており、これに要する経費

として本年度は１，５３５万４，０００円を計上しております。 

 １１２ページをお願いします。 

 社会教育費でございますが、本年度予算額は２億３，３２９万３，０００円、対前年比

７，０２３万３，０００円、４３．１％の増額でございます。主なものといたしまして

は、社会教育総務費では放課後子どもプラン推進費１，５２３万７，０００円を、１１３

ページをお願いします、公民館費では木江公民館耐震改修、アスベスト除去、地域芸能文

化伝承館空調改修工事等を含めまして公民館管理運営費１億８０１万７，０００円を計上

しております。 

 １１４ページをお願いします。 

 文化財保護費では、大崎上島町歴史写真集制作事業７８６万５，０００円を含めまして

文化財保護費１，０８７万４，０００円を、１１５ページをお願いします、大崎上島文化

センター費でございますが、空調設備改修設計業務９１３万円を含めまして大崎上島文化

センター運営費２，６９０万７，０００円を計上しております。 

 １１７ページをお願いします。 

 ふれあい郷土資料館費でございますが、空調改修事業の終了に伴い、前年度比１，８０

０万１，０００円減の３２２万１，０００円を計上しております。 
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 保健体育費でございますが、本年度予算額は９，１６５万９，０００円、対前年比２，

１４７万７，０００円の増額でございます。主なものといたしましては、体育施設費に木

江屋内運動場植え込み部分の境界ブロック、網戸設置工事、東野屋内運動場トイレ改修、

照明ＬＥＤ化工事、シーパーク大串の維持、倉庫設置工事及び備品購入費等を含めまして

社会体育施設管理費４，３８２万６，０００円を、１１８ページをお願いします、給食セ

ンター費では３カ所の給食センターの備品更新に要する経費２１８万７，０００円を含め

まして４，０５５万７，０００円を計上しております。 

 １２０ページをお願いします。 

 災害復旧費でございますが、災害を受けた施設等の復旧に要する経費を計上する科目で

ございますが、本年度から科目計上とし、災害発生時には補正予算により対応することと

しております。 

 １２１ページをお願いします。 

 公債費でございますが、町債等の償還に要する経費を計上しており、本年度予算額は１

０億５，５３９万９，０００円、対前年比１億１，０６７万１，０００円の減額でござい

ます。 

 １２３ページをお願いします。 

 最後に、予備費でございますが、年度中途における不測の事態に対応すべく計上してお

りますが、前年度と同額の３００万円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 歳入歳出全般についての質疑を行います。 

 質問される方は、ページ数、款項目節を言って質問してください。 

 森若議員。 

○６番（森若 巌君） それでは、９９ページの土木費の中の住宅費、住宅管理費と一番

最初に１０番のところに、右端に町営住宅維持管理費とあります。そこの中には、今聞か

れましたら向山３号住宅と元町住宅の改修工事の予算が入っとるとのことでしたけど、そ

の中に管理業務費というものが必ずあるんです。それは、課長、わかっとられると思うん

ですけど、この管理業務費というものは需用費の中が直接工事費と間接工事費の２つに分

かれるんですね。その直接工事費の何％かがこの管理業務費なんです。そうすると、需用
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費が向山住宅のときの約３，０００万円ぐらいなんです。ほして、元町住宅が約１，００

０万円なんです。それが管理業務費が一緒なんです。同額なんです、末まで、下１桁ま

で。こういうことはないんです。それは多分、建設課長でもわかると思うんですけど、ど

ういう算入をしたらこういう数字になるのか、まずそこが１点と、次にこのたび木江幼稚

園を増築の上に改修工事される予算がついておりましたけど、それも業者が見積もってき

た予算より町が出した予算のほうが少ないんですね。そういうこともないんです、私に言

わせれば。見積もり、業者がこれこれ要りますよという金額を出してきたら、必ずそれよ

り多い金額で予算を組みます。そうせんと、はなからもう赤はわかっとりますからね。何

してこういうことができるのかなと、その２点だけをまずお聞きしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） まず、向山住宅の外壁工事と元町住宅外壁及び防水改修工事

が平成３１年度事業でございます。その実施設計業務と工事管理業務の算定についてでご

ざいますけれども、向山団地の場合、実施設計の図面が２０枚程度となります。積算上は

８４万円ほどと私のほうで見積もっておりました。工事管理業務については、工事期間を

算定の基準にしておりまして、工事期間を４カ月と見込んでおりましたので、積算上、私

が積算したところ５４万円という積算になったところでございますけれども、前年度実績

により当初予算には今の予算書上の金額を計上させていただいておるところです。 

 今、ご質問のあった元町住宅は、建物自体は小さいんですけれども、工種が外壁工事と

屋上防水工事、２工種ございます。その中で先ほど説明しましたように、実施設計図面は

向山と同じように２０枚、それから工期についても４カ月程度を見込んでおります。その

予算計上については、向山団地が前年度予算計上を５０万円ほどでできているということ

で、今年度もその前年度実績を踏まえて５０万円程度の予算計上をさせていただいている

ところです。 

 以上です。 

○６番（森若 巌君） もう一件は。 

○議長（信谷俊樹君） 幼稚園の分。 

 教育課長。 

○教育課長（石田修次君） 大崎上島幼稚園の改修についてなんですけども、見積もりを

いただきましたとおり、増築工事及び内装、外装、外構に合わせて６，２７０万５，００
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０円の工事費を計上しております。委託料といたしましては、５６９万４，０００円とい

う形で計上しております。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 森若議員。 

○６番（森若 巌君） 今、建設課長が長々と説明してくれたんですが、私らに言わせれ

ば、需用費が違ったら、必ず管理業務費というのが同額になることはさらさら１００％な

いんです。これはわかっとると思います。それがわかっとって、今みたいないろいろと

長々と説明されたと思いますが、学校の場合にはど素人でありませんからね、わかるんで

すよ。そやけ、なぜこういう分ができたか不思議でならんの、１００何ぼじゃったかな、

１０２万８００円、どっちも１０２万８００円なんです。１つは約３，０００万円ほどの

工事、１つは１，０００万円の工事。で、言いましたように、この需用費というのがそれ

だけあったら、直接工事と間接工事は分かれるんです。間接工事というのは、要するに現

場の管理したり、一般管理したり、もろもろするのが間接工事費なんです。それは、私に

言わせれば需用費の中の直接工事費のうちの何％かなんです。それが一緒になることは絶

対にないんです、これもう。私のこの首かけて言うてもしゃあなあです、ほんま。そうい

う数字を出すということが僕は信じられんのですよ、じゃけん。もう少しどういうんか

な、素人の方しかわからんことに説明するようなことじゃなくて、もっと真面目に答弁し

てくれえや。そうせにゃあ、あんた納得せんぞ、わしゃ何ぼにも、こりゃ。 

 それともう一点、言よったように、あれも幼稚園の件にしてでも業者から来たのが６，

８４２万８，８００円なん、合計ここにあるんだから、資料が。ほして、役場の分が６，

８３９万９，０００円なんです。こういうふうに低くなることはありません、それは絶対

に。確かめてこさえるのか、こういうもんを。こういうものがもう来とんじゃから、もう

はっきりと業者のほうから。それを見てこさええや。ほしたら、こうやって、ここで、こ

ういう本会議でくたくた言われることないじゃろう。もっと気をつけてくれえや。ほじゃ

けど、建設課の課長の分にしては、もう一遍しっかり調べてもらうぞ、これ。こういう予

算を管理費はつきゃあせん、何ぼにも。それはどなたに聞いても、つかんとはっきり言う

わ。なあ課長、どういう思いでつくられたんか、それわからんけど、わしには。そやけ

ど、今までがそういう問題が表に出にくかったんかもわからんけど、嫌なことにわしはこ

ういうことに携わり持っとるけんのう、仕事として。そうすると、どうしても資料を皆も

う集めるんだよ。なあ課長、もっと子供をだますとか、わからん人に説明するように長々
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とせずに、もっと調べてきてくれえや、頼むわ。どうや返事、答えは。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 再度申し上げますけれども、町のほうで算定している基準に

ついては、実施設計業務というのは図面を基準に算定しております。その図面の枚数が２

０枚ということで算定をしております。 

 それから、工事管理業務については、工事の期間を基準に算定しております。工事期間

は両方とも４カ月ということで、積算上の金額は同額となり、必要とされる経費について

は、前年度の実績を踏まえて計上させてもらっているところです。 

○議長（信谷俊樹君） 森若議員。 

○６番（森若 巌君） 今さっき僕が言っても、一つもそれは変わらんような答弁されま

すけど、幾らおたくに聞いても、もう前向きな答えは出てこんし、多分同じ答えをすると

思いますから引き下がりますけど、こういうことはないんですからね。これから次年度や

るときには、しっかりと目を通して、もう私２年おりますけん、首にならん限りは。その

間には必ずちくりちくりとやりますぞ、今言うように。いいですか、課長、お願いします

よ。 

○議長（信谷俊樹君） 教育課長。 

○教育課長（石田修次君） 教育委員会の幼稚園改修工事におきましては、委託料が５６

９万４，０００円と工事請負費が６，２７０万５，０００円ということで、合わせて６，

８３９万９，０００円という形で要求しております。 

○６番（森若 巌君） 課長、うそを言うな。わし、これ足したんだぞ。 

○議長（信谷俊樹君） 森若議員、ちょっと座ってからもう一回手を挙げて言うて。 

 森若議員。 

○６番（森若 巌君） わしゃ夜も寝ずにな、この６，２７４万８００円と後ろにあるじ

ゃろうが、ここにある３２４万円、それと２４８万４，０００円を足したんだよ。そうす

ると、この数字になったから聞いたんじゃ。ほして、合わせて前のほうを見たら、この数

字にならなかったんや。金額にしたら、わずか３万円ほどじゃ。わしの算入が違うとんか

な。わしの電卓が古いんかな。ちょっと足してみ、何なら電卓貸しちゃろうか。この業者

がやっとる積算表の、これ出して足してみ。ほら、貸しちゃる。ほら、持ってけえや。 

○議長（信谷俊樹君） 暫時休憩いたします。 

            午前１０時５９分 休憩 
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            午前１１時０２分 再開 

○議長（信谷俊樹君） 休憩を解いて会議を再開いたします。 

 教育課長。 

○教育課長（石田修次君） 見積もりの金額では３万円ぐらい違うんですけども、その部

分を３万円切って執行します。お願いします。 

○議長（信谷俊樹君） 森若議員。 

○６番（森若 巌君） 了解しました。 

○議長（信谷俊樹君） ほかにご質問はありませんか。 

 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） ４１ページ、歳入なんですけども、１５の１の２の１利子、配当

金。基金の運用益を見込まれているんでしょうけども、今、社会情勢、国内でいいます

と、例えば東京オリンピックまでは好景気が続くだろうとか言われているんですけども、

最新のところでは景気がちょっと減退してきているようなこともあります。今、国際的に

も世界規模で経済が大きく連動しているわけで、今の中国やアメリカ、北朝鮮等の動き方

等で非常に不透明になってきているわけです。ヨーロッパを見ても、イギリスのＥＵ離脱

といったことが大きく動いてきていて、それが前年度と見込んでも、さらにプラスでその

配当を見込んでおられるようですけども、この根拠を少し教えてください。 

○議長（信谷俊樹君） 会計課長。 

○会計課長（森下哲成君） 閑田議員の質問にお答えいたします。 

 現在、金利のほうが、町内に支店がある金融機関の預貯金で運用を平成２９年度まで行

っていたわけなんですけど、平成３０年度、２９年度の途中から３０年度にかけて債券運

用ということで始めております。その関係で基金の総額６３億円ございますが、そのうち

の今２０億円を債券運用いたしまして、その平均金利のほうが０．６１％ほどになっとり

ます。そして、町内の金融機関を平均いたしますと０．１５％というような形になりまし

て、その債券運用の利金のほうが、利回りですね、２０億円ありますが、その利金のほう

が年間で１，２２５万円ほど毎年これから入ってくるような状態になっとります。その２

０億円で１，２２５万円、それプラスの金融機関の預貯金が４００万円ほど上乗せされま

すので、それがこれからは入ってくるような状態になっとりますので、このような形にな

っとります。ですから、簡単に言いますと、債券運用の利回り分がふえたという形で、ふ

えたという形になっております。 
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 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） ですから、その景気の減退に伴うリスクというものは、そこには

含まれないということですか。 

○議長（信谷俊樹君） 会計課長。 

○会計課長（森下哲成君） そうですね。今、金融機関の利率のほうがどんどん下がって

おります。そして、債券のほうはもう２０年間のものがほとんどなんですけど、景気に対

して変動はございませんので、年間通して、先ほど言いましたように１，２２５万円がず

っと２０年間で入ってくるような状態になっとります。そして、途中で、今の段階で１億

円単位で購入しとるわけなんですけど、平均いたしますと今の時価のほうは１億２００万

円ほど、平均いたしますと上がっとる状態です。もちろんこれは変動しまして、日々変動

しておりまして、低いときもあります。そして、すぐに売り買いとかは考えてはございま

せんが、これについて先で必要になる、もしかしたら必要になるということになれば、売

るということも考えとる次第でございます。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） ありがとうございました。 

 じゃあ続いて、７６ページ、３の３の２、生活保護費なんですけども、これの対象者数

を教えてください。 

○議長（信谷俊樹君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 現在、世帯数で４０世帯で、人数では４８人を計上しており

ます。 

○議長（信谷俊樹君） 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） 従前から言われているように、多分医療費に関するものが大半な

のかなと思うんですけども、この生活保護に関して内訳といいますか、それがわかります

かね。 

○議長（信谷俊樹君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 予算についてでしょうか。 

○３番（閑田大祐君） はい。 

○福祉課長（池田真二君） 医療扶助費といたしましては、約７，７５０万円ほど計上し
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ております。 

○議長（信谷俊樹君） 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） それでは、次に行きます。 

 ページ１１３ページ、アスベストの件なんですけども、前にもちょっとお話ししました

けども、大分前、いつごろだったか私も調べてないんであれなんですけども、議会の中で

アスベスト、町の施設でもうありませんかという質問に対して、もうこれで最後ですとい

うようなことの答弁があったと思うんです。それでいながら、また今回、公民館のほうで

アスベストが出てきたということで、いろいろと問題点といいますか、疑問点をこの前挙

げさせていただきましたけども、法的にこれをきちんと調査をしながら撤去を速やかにし

ていかなければいけないものなのかどうなのか、これについてお伺いします。 

○議長（信谷俊樹君） 副町長。 

○副町長（亀山英治君） アスベストの件につきましては、今年度、木江公民館の耐震、

それからトイレの改修の工事で設計こうするとアスベストがあったということがわかりま

した。それだけなのかどうかということをまたちょっと調べさせていただいとりますけど

も、全てまだちょっと把握はできておりませんけども、何カ所かはまだ残ってるという状

況でございます。これについては法律、法が変わったところもちゃんと整理をしまして、

全部撤去できる、するというような方針でこれから調査をして、残りのところは実施に向

けて考えていきたいと思っております。 

○議長（信谷俊樹君） 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） 前向きな答弁をいただきましたので、アスベストは基本的には断

熱材として天井裏とかで使われているもの、直接日常の生活とか活動の中で触れるところ

ではない部分に使われているものでありながら、従前からこれの有害性について対策が講

じられてきたわけです。ということは、天井裏であろうと何であろうと影響はあるという

ことではないのかなと、人体に対してですね。影響があるということなのではないのかな

と。であれば、きちんと調査をして、公の施設においてアスベストが使用されているとこ

ろについては早急に対応する必要があると思います。前向きな答弁をいただきましたの

で、これを早急にやっていただくようにお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（信谷俊樹君） ほかに。 

 前田議員。 

○８番（前田 太君） 私のほうから２点質問させていただきます。 
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 先ほど閑田議員が的確な質問をされましたが、私も同じく生活保護関連の予算でござい

ます。総務企画課長より健康で文化的な最低限度の生活をするためにというご説明があり

ましたが、最低限度の生活というのは、どのようにご設定されておられるのか。健康で文

化的な生活とはどのような生活を実現することなのか。これは、憲法２５条では国は努め

なければならない、要するに努力義務となっておりますが、町はどのようにしていくので

しょうか。 

 それと、１１３ページです。人権教育費でございます。総額で１，５２７万７，０００

円とありますが、次ページに人権教育推進諸費が１０１万８，０００円ほど上がっており

ます。これは、どのような内容なのか。また、学校教育ではいろいろ人権問題などの教育

もあると思うんですが、一般社会人、町民に対しての人権問題の啓発、特に最近よく問題

になりますのが、職場でのパワハラ、セクハラ、そのようなことを大人に対しての教育と

いうのは難しい部分もあるとは思いますが、どのように取り組まれていくのか、どのよう

なところに予算が反映されているのか、お伺いします。 

○議長（信谷俊樹君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 前田議員の質問にお答えいたします。 

 憲法第２５条で最低限度の生活を保障するとなっております。国の支給金額等に基づき

まして執行していきたいと思っております。 

○議長（信谷俊樹君） ちょっと待って。前田議員の前の分の質問の分のその続きを聞き

たいんか、それとも今の分の自分の、どっちの……。 

○８番（前田 太君） いえ、福祉課長の答弁に対して。 

○議長（信谷俊樹君） 答弁に対しての。 

○８番（前田 太君） はい。 

○議長（信谷俊樹君） ちょっと待ってね、住民課長。 

○８番（前田 太君） じゃあ、先に住民課長。 

○議長（信谷俊樹君） いやいや、もうやりかけたんじゃけ、やって。 

○８番（前田 太君） はい、済みません。 

 最低限度の生活というのが国の指針によるということなんですけれども、その基準とな

るのを具体的な言葉であらわすと、どのようになるのかということを私は伺ったつもりで

ございます。 

 一般的には、飢えない、雨にぬれないというようなレベルのことではないのかなと思う
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んですが、健康で文化的というのは、これは社会の発展、栄枯盛衰によって基準が変わっ

てくると思います。これは、担当大臣の裁量権のうちだというふうには伺っております

が、いかがでしょうか。 

○議長（信谷俊樹君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 前田議員のおっしゃるとおりであります。健康で文化的な生

活ですが、個々、人それぞれ生活実態も違うと思います。大臣もかわれば、多少変わると

は思いますが、現在では国の法に基づきまして対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 人権問題について。 

 教育課長。 

○教育課長（石田修次君） 人権教育推進諸費の内容について説明いたします。 

 報償費といたしましては、子供会指導員の報償費、それから旅費、委託料といたしまし

て人権講演会の委託料を２５万円計上しております。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 前田議員。 

○８番（前田 太君） 例えば人権問題でいえば、我々は特に同和問題を主に考えます。

これは一番大事な部分だろうと思います。門地、職業等で差別されないというのが日本の

憲法上、一番肝になるところではございます。ただ、私が先ほど質問いたしましたのは、

大人の社会の中でのいじめとか、パワハラ、セクハラというようなところの教育に対し

て、具体的にどのような啓発を行っていかれるのか、それはどこの予算に反映されるの

か、あるいはそのような予定がないのかということでございます。お願いします。 

○議長（信谷俊樹君） 住民課長。 

○住民課長（石本五十鈴君） 前田議員の質問にお答えいたします。 

 一般住民の方に対しては、人権対策諸費、民生費のほうの人権対策諸費の中に１年に１

度の人権講演会というふうな予算を組んでおります。 

 また、企業、一般社会に対しましては、企業の大崎上島町の企業関係者等人権推進協議

会というものを町内の３９社で構成しております。そちらのほうで１年に１度、定期総会

のときに講師を呼びまして、パワハラ、セクハラ、それと同和問題、さまざまな問題につ

きまして研修会を行っているところでございます。 

○議長（信谷俊樹君） 前田議員。 
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○８番（前田 太君） まだまだ啓発が不十分ではないかと、これは受け取る側、受ける

側のほうが柔軟性をもっと持たなければならない課題であるとは思いますが、地道な推進

をお願いします。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） ほかに質疑はございませんか。 

 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） じゃあ、２問ほどお伺いしたいんですけど、まず最初のほうが、

ページ３２ページの定住促進住宅の使用料なんですけど、これが７９５万６，０００円計

上されてるんですけど、これは内訳はどのように考えられて計上されとんでしょうか。入

居数とか、そこらの試算を教えていただけたらと思います。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） このたび完成しました定住促進住宅の質問にお答えいたしま

す。 

 住宅家賃については、これからの入居になりますので不確定ではございますけれども、

今のところ算定しているのは、全体３０戸のうち５０％の入居を見込んで歳入を計上させ

ていただいております。ただ、最新の情報でいいますと、約８割ぐらいは埋まるのではな

いかと担当課のほうでは思っております。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） ５０％というと、４月からの入居ということでしょうか。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 予算上、見込んでいるのは５０％でございます。 

○議長（信谷俊樹君） 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） ほいじゃあ、ちょっとこれよりは今現状は８０％ぐらいを見込め

るということで、上がってくるという考え方でよろしいわけですか。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 今時点での予測は８割と見込んでおります。 

○議長（信谷俊樹君） 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） わかりました。ほいじゃあ、これについては５０％の計上という

ことで。 
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 もう一問が、６０ページのとこでございます。 

 教育の島推進費のところ、項目でございますけど、今大分教育の島の推進に伴っていろ

いろ経費もかかってきている状況だと思うんですけど、その中で学習交流センターの運営

費の事業、これが４，７１３万７，０００円計上されているんですけど、これの収入のほ

うは子供さんからもらうあれですね、部屋代と食費ですか、そこらのものはどこへ計上さ

れとんでしょうか。 

○議長（信谷俊樹君） 要するに内訳ですね。 

○１番（尾尻康二君） はい。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 尾尻議員の質問にお答えさせていただきます。 

 予算書で申しますと、３０ページの総務使用料のところに居室の使用料が１，１０４万

円、それから管理人室が２部屋で７２万円、それから研修室が３万６，０００円、講師控

室が６，０００円の合計１，１８０万２，０００円を計上させていただいております。 

○議長（信谷俊樹君） 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） ほいじゃあ、総務使用料ということですか、項目は。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 総務企画課が担当しておりますので、今のところは総務

使用料のほうに計上させていただいております。 

○議長（信谷俊樹君） 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） それに係りまして今回の収入見込みは、今の子供さんがどのぐら

いの人数で入って運営していくということで見とんのか。ほいで、現状、この間高校の発

表もあったんですけど、どの程度今年度見込まれて、何人ぐらいの人が残るか、そこらの

ところをお願いします。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 居室のほうに入居される生徒につきましては、予算上は

歳入歳出とも２３名で計上させていただいておりますが、最終的には２０名になろうかと

考えておりますので、補正予算のほうで対応させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 尾尻議員。 

○１番（尾尻康二君） わかりました。ありがとうございました。 
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○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） 何点か、ちょっと教えてください。 

 まず、７、１、３の、ちょっとページ数はわからんですけど、商工費の中の超小型モビ

リティ利用促進事業なんですけども、この事業はもう数年たつわけですが、現在稼働され

ている車両というか、全て動いているのかどうかということが１点と、また個人的にはこ

ういうような小型モビリティがどんどん島内を走って、すごく観光ＰＲにもなるし、もっ

ともっとどっちかといえば派手な方向でやってくれたらなというふうな思いはあるんです

けども、実際数年たって、このモビリティに対しての精査というか、そういうのは一体ど

うなってるかという点をまずはお聞かせください。 

○議長（信谷俊樹君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（森下隆典君） 現在、モビリティは５台設置されておりまして、大体５

台、今現状動いております。利用状況もここ数年、ちょっと横ばい状態ではございます。 

 利用者からのアンケートによりますと、やはり２人乗りなんですけれど、前後ろという

ことと、やっぱり荷物等が載せられない、さらに窓がないというところで、実際にシーズ

ンとしてはこの４月から１１月ごろまでは頻繁に予約が入って、逆にキャンセル待ちまで

とは言いませんけれど、ちょっと待っていただくような状況で、そういった状況が続いて

おりますし、この事業を始めてもう既に５年目を迎えております。そろそろこの先をどう

するのかというのを課内でも今ちょうど検討を始めております。 

 観光協会とも昨年ぐらいから実際に島内での二次交通を基本的にどうするのかという話

をしておりまして、まだ具体的にはなっておりませんけれど、前回の定例会でもちょっと

ご質問があってお答えしたと思うんですけれど、例えばレンタカーの対応というのが一番

手っ取り早くて、利用者のニーズに合うんではなかろうかっていう話は出ておるんですけ

れど、なかなか実際にレンタル業者と２社ほど交渉といいましょうか、いろいろ協議をさ

せてもらいましたけれど、やっぱりこの町での営業というのはコスト面で全く合わないっ

ていうのが１点。合わせるためには、当然町か地元のほうで初期投下を何ぼかしていただ

いて、それの運営管理になったらペイできるかなっていうような、よその町でももう既に

そういう導入をしてやってる町もあるんだという事例も聞いておりますので、そこら辺で

やっていく方法と、あとは観光協会のほうで車を借り上げて、それをレンタル事業ができ

る方が島内にいらっしゃるということなので、そこに保管していただいて、そこでレンタ

ル事業をやったらということで、電気自動車による、本来ですとこの事業を始めたごろに
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は、次々と国内産のモビリティカーに近いもの、電気自動車がたくさん出るといううわさ

を正直聞いておりましたし、これがどんどんどんどん伸びていくんだろうというふうに期

待をしておったところなんですけれど、結構あけてみると、２人乗りであったり、１人乗

りで走ってるというのが今現状でございます。 

 最近、ニュース等でごらんになってると思うんですけれど、鞆の浦のほうで試験走行と

いうことで、ゴルフ場にあるカートがございますね、あの４人乗りを今試行運転している

業者がございます。スピードでいいますと３０キロぐらいまでということなので、町の中

でいうとシルバーカーのリニアカーが走るスピードで走らせることは可能かなというふう

に検討も含めて今考えておる状況で、なかなか今後以降どちらにしても今３年、３年の更

新が新年度に参りますので、今は歳出事業ですのでリース料は当然安く本当に破格のリー

ス料になっておりますけれど、やはり修繕、車検等全部、今度は町の負担で今現在やって

おります。そういったことで、収支については合ってるんですけれど、なかなかやっぱり

壊れると外国産のものでございますので、修繕等がなかなか対応できないっていう理由も

ございますので、今正直、来年度に向けて検討をしてる真っ最中でございます。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） 今、説明を受けたんですけども、ということはもう縮小という

か、次なる方法を考えていくようなというふうな考え方でいくということでよろしいんで

すかね。 

○議長（信谷俊樹君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（森下隆典君） 今現在は、新たな手が出せれば、そちらに移行していき

たいというふうに思ってるんですけれど、今これを丸６年に多分なると思うんですけど、

この車両そのものがいつまでもつかっていうのも正直わかっておりません。メーカーに聞

いても正直わからないという回答でございますので、どっかで切るんであれば、それにか

わるものを用意しないといけないと思ってますし、用意すべきだというふうに考えており

ますので、それをどちらをやりながら、また併用しながら移行していくっていう考え方も

あると思うので、どちらにしてもリース契約が３年というのがもう目の前に来ております

ので、その方向についてはまた事務局のほうで考えさせてもらったものを、また皆様方と

論議させていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） 今、課長のほうから島内での二次交通というふうな観点から説明
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を受けたんですけども、それだけにはとどまらず、いわゆる今日本全国、世界でもそうで

すけども、エコというふうな形の中で、ああいうふうな小型の排ガスを出さない車が島内

をばんばん走って、それが一つの観光の一翼を担っているというか、そういうふうな一面

もあると思いますんで、今の考え方を継承しつつ、また新しい方向で更新時期が来た場合

は計画を練ってほしいないうふうな思いであります。 

 その点は、このモビリティについては以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） 続いて、また歳出の７、１、６、商工費の中の……。 

○議長（信谷俊樹君） ページ数は。 

○２番（越田賢一君） ちょっとページはわからんです。これ載ってない。 

 交流・定住促進事業、これについてちょっと教えてください。 

 この交流・定住促進事業も先ほどのモビリティとちょっとかぶるようなところはあるん

ですけども、この数年、ある程度の成果を出している事業の一つだと思います。その中

で、これ単体で考えるんではなくて、やはりこの島に移住して住んでもらおうというふう

な考えを持って、この事業を進めないといけないことを前提として言わせてもらいます

と、まず来た、いいね、住みたいねというふうな気持ちがあっても、住むとこがない。や

はり家がないんかねとかというふうなことがまず皆さん言われることだと思いますけど、

その中であわせて空き家バンクとかのそういうふうなもう一歩踏み込んだ体制づくりとい

うか、今現状では空き家バンクを登録されてても、ちょっと住むにはねみたいな状況が多

い中、いかに島内に来てすぐ住んでもらえるような環境づくり、ここもあわせてやらにゃ

いけないんじゃないんかなというふうな、リンクさせてというふうな思いがあります。そ

の辺の考え方をどういうふうに思っているのかというのを１つ教えてください。 

 それと、この中で定住・移住アドバイザーというのがいるんですけども、この人たちは

どういう役割をするんですかね、その点を教えてください。 

○議長（信谷俊樹君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（森下隆典君） 確かに移住者で来られたときに、当然住む場所がないと

移住に結びつかないっていうのは正直あると思います。こちらとしても、それに一番手っ

取り早い方法としては、空き家バンク制度というのが一番活用しやすいということで、こ

ちらからいろいろアプローチはしておりますけれど、なかなかやはり話がまとまらないと

かということが、親族側にいろいろあって、でも今コンスタントにはちょうど法事等が明
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けたのでとか、そういったことで結構ご相談に来ていただく方がたくさんいらっしゃいま

す。ただ、住める家なのかどうかっていうのは、当然うちの職員が中身の確認をさせてい

ただいて、あとは荷物を片づけるか、片づけないか、あとは一部修繕できるか、できない

かっていうところで道がちょっと分かれてるような気がいたします。そこら辺の支援を

今、空き家の制度のほうでいろいろ改修補助とかというのをつくっていただいております

ので、当然そういった紹介もあわせてうちもさせてもらってますし、入る方がそういうも

のの活用もできますので、そこら辺の紹介、またはすぐ一応住みながらっていう方につい

てはトライアルハウスのご紹介、それを越えられた方の中はたちまち町営住宅でもという

ことで、垂水に住まれてる方、いろいろ今、定住促進住宅が新たにできましたので、そち

らのご紹介も今させていただいてる状況でございます。ですから、どこまで十分な対応が

今できてるかどうかっていうのは全て把握はしておりませんけれど、うちの今できるとこ

ろでは頑張ってるのかなと正直思っております。ただ、当然相手のあることなので、空き

家も当然個人所有のものでございますので、なかなかそこのマッチングがうまくいかない

っていうのは正直それぞれのお互いの思いとニーズがございますので、ある方などは本当

に登録したすぐ最初に初めて見た、すぐ契約っていうとこもありますし、何度見ていただ

いても、なかなか契約に結びつかない住宅もございます。そういった状況がございます。 

 それとあと、アドバイザーの件でございます。 

 今現在、定住・移住アドバイザーが３名おりまして、役割といたしましては、町の地域

の支援ということで、私どものほうに問い合わせが来た後に、例えば土日に来庁されての

対応であるとか、また実際に町内を案内、または実際に空き家バンクへ行ってもらう、ま

たは実際にトライアルハウスに住みながら、その間のところで聞きたいところとか、相談

したいところとか、そういうコネクションをしていただいております。さらに、定住フェ

ア等で東京であるとか大阪等、ある場合は当然参加していただいて、そこで懇切丁寧な説

明をしていただいとるという状況でございます。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） この交流・定住促進事業に関してのアドバイザーというふうな役

割が非常に大きなウエートを占めるんじゃないんかなというふうな今説明でしたけども、

ぜひともこのアドバイザーの方に頑張ってもらって、そのパイプ役となって、いい成果が

上げられたらなというふうな思いであります。この事業自体は、多分これに対して何か余

りけちつける人もおらんと思いますんで、ぜひともどんどん町を発信して移住のほうに結
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びつけてもらえるように頑張ってください。 

 ほんで、この中で今年度、中頓別との要は特産品の開発、これについて全協の中でも少

し話がありましたけども、中頓別、北海道ブランドというのは、はっきり言うて日本の中

では結構大きなネームバリューがあると思います。東京とかで北海道ブランドとコラボし

たような商品だったら、恐らく特産品としてまずまずの成功をおさめるんじゃないんかの

うというような思いではありますけども、片やこっちの地元の大崎上島とかで販売とかに

結びつけようかと思うと、やはり何といっても距離が離れ過ぎているんで、輸送コストと

かというふうな面で、さてこれだけ輸送費をかけてどうなんかねみたいなところが多分出

てくると思います。けども、これはやっぱり向こうの中頓別町のほうからも依頼があった

とおり、ぜひとも進めていく事業なんですけども、それとあわせて北広島とか庄原とかと

も友好姉妹都市というか、そういうふうな連携を結んでいる中で、あわせたような話はで

きんのですかね、これを１点教えてください。 

○議長（信谷俊樹君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（森下隆典君） このたびの話が中頓別町の町制７０周年記念の記念事業

として、うちの町との交流は皆様ご存じだと思うんですけれど、その交流以外にもう一つ

違う交流をということで、特産品の開発という、お互いのいいものを出し合って、中頓別

のほうで新しい商品をつくりたいっていうのが本来の趣旨でございますので、それに今年

度限りの予算ということで、ことし開発費という助成費というのをつけさせていただいて

ます。それには輸送であったり、いろんなものの経費をそこで見ていこうということにし

ております。確かに先ほど言われた北広島と庄原市等、また武蔵野もございますけれど、

そういったとことの物の交流っていうことになってこようかと思います。確かにそういっ

た点も含めまして、実際に先日開催されたすみれ祭り等で皆さんコンニャクを楽しみに来

られてる方もいらっしゃいますし、肉を楽しみにして来られてる方もいらっしゃいますの

で、そういったことも含めながら、そういった部分の物の交流も含めて交流事業を今、毎

年やっておりますので、そういった話を改めてまた協議をしてみたいというふうに思いま

す。ありがとうございます。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） ほかの市町ともまた引き続き協議して、ぜひとも何か売れる特産

品の開発に向けて頑張ってくれるように切に願っております。 

 それともう一点、やっぱり同じく歳出の１０の４の４、大崎上島幼稚園改修事業、これ
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についてちょっと教えてください。 

 この幼稚園改修工事のいわゆる整合性というか、まずそこはどうなんですかね。という

のは、昨年も改修して、これ築年数がもうかなりたってるということですんで、耐震化が

どうのこうのとか、そういうふうなことを今言うつもりはございませんけども、果たして

今後、金がどんどんどんどんかかっていくっていうのが目に見えているのに、さあ、そこ

はどうなんかなという気持ちがちょっと疑問がありまして、まず１点そこをお願いしま

す。 

○議長（信谷俊樹君） 教育課長。 

○教育課長（石田修次君） 昨年、雨漏りとトイレの改修を行いまして、今年度の予算に

ついては、増築とそれから内壁、内装、それから外構工事という形の分で、子供の安心・

安全な教育を進める中で必要な工事という形で要求をしております。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） この幼稚園の改修工事となると、やはり長期の夏休みとかに恐ら

くやるんじゃないんかのうというふうなのは思っとりますけども、どうなんです、いっそ

のこと新しい園舎を建てるとかそういうふうな、これだけのお金をかけるんだったら、ち

ょっと出せばできるんじゃないんですかねと思いますけども、となると工事期間中、今安

心・安全とおっしゃられましたけども、子供たちがそこに出入りする以上、そこで工事を

する限り、安心・安全、それは管理とかというのは行き届いとるとは思うんですけども、

何が起こるかわからん、そういうふうな状況なんで、全く違う場所に新たなものをつくっ

たら、安心・安全、その部分に関してはかなりクリアできて、なおかつ当面の間の維持

費、維持というか修繕費とか、そういう部分がかからないんではないんかなというふうな

思いがありますけど、町長どうなんですかね。 

○議長（信谷俊樹君） 教育長。 

○教育長（出口一伸君） 越田議員の質問にお答えをします。 

 新しい幼稚園をつくったほうがいいではないかという意見は、保護者との説明会の場で

も随分出ました。ただ、それは私がお答えをしたのは、今すぐにできるものではありませ

んと。そういった形で大きな幼稚園をつくることになれば、先ほどからおっしゃってるよ

うに多額な予算も要るわけですし、やはり将来的な幼稚園のあり方、幼児教育のあり方を

島全体で考えていく必要がありますので、そうなると教育委員会ではなくて、町長部局で

あり、議会であり、一般町民の方であり、専門家の方等を踏まえた委員会をつくって、皆
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さん町民の方の合意ができた上での建築になるというふうに思ってます。そうなると、そ

れまでに子供たちに、じゃあ今の幼稚園で過ごさせていいのかということになりますの

で、ですからもう何年か先のことよりも、今のこの幼稚園に入園をしていただける子供さ

んが毎日安心・安全で園の生活を送れるように考えていくのが、今の私たち教育委員会の

責務であると思います。ですから、今の子供たちが安心・安全で暮らせるということにつ

きましては、やっぱり５０年近い園舎ですので、今まで議員さんおっしゃったように、確

かにトイレの改修であるとか、あるいはブロック塀の改修であるとかしましたけども、や

はり日常的な生活の中でいえば、雨漏り、それからあと壁が落ちてますし、床も抜けるよ

うなところもありますので、そこのところを全面的に、最初の統合方針の中でもお願いを

しましたけど、大改修をする必要があるという、大規模改修をですね。そのことについて

もお知らせをしてますので、そういうことで保護者の方にも了解をいただいてますし、保

護者の方もそういうことで、ぜひそれではすばらしい幼稚園をつくってほしいという要望

もありましたので、そういうことを受けて、これだけの予算をつけさせていただいたとい

うことになると思います。 

 以上です。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） この件は、今回新しい幼稚園ができる、それにあわせての行動と

いうか、そういうふうな解釈で自分はおるんですけども、今教育長がおっしゃってたよう

に、保護者のほうからも、もう新しいのを建ててやとか、そういうふうな声が上がっとん

のは、これは事実であり、どうせやるんなら新しいほうがっていうか、もっと利便性がよ

く、なおかつ現代風の建物にして、立地条件も含め、そういうふうなのをしっかりと協議

がされたんかなというのが、まずこの予算が上がってきたときに一番最初に思ったんです

よね。しっかりと協議されずに、たちまちの安心・安全の面のためだけに工事はやられる

んじゃないんか。それであるならば、もう一回計画をしっかりと立てて、長期とは言いま

せんけども、何年後かを見据えたような形で計画性を持ってからやってもらう。また、今

現在はちょっと間に合わんからということだから、そういうふうな説明もされるべきだと

思うんですけども、教育委員会として先ほど教育長がおっしゃってたような今後を見据え

たようなものは一体どれがええんかというのは、多分今後考えていかにゃいけんと思うん

ですけども、思いの中で一つだけ。教育長、新しい建物という思いはありますか、その点

を教えてください。 
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○議長（信谷俊樹君） 教育長。 

○教育長（出口一伸君） 私の思いというよりも、先ほど申しましたけども、やはり子供

の数が少なくなってくるということでいえば、将来的には今のそれぞれ私立の幼稚園、そ

れから認定こども園、そして公立幼稚園と、この３者がずっと将来的にそのままの状況を

有することができるかということになってきますので、そうなればやはり町全体として、

この幼児教育を子供のためのより質の高いものにしていくためにはどうするかという中

で、新しい幼稚園を建てるかどうかっていう話が出てくるべきだというふうに思いますの

で、私が今ここで建てるべきであるとか、そういうふうなお答えはするべきではないとい

うふうに思っております。 

 ただ、本当に今後の幼児教育のことは島全体で考えていただきたいという、越田議員さ

んの提起をそういうふうに持っていただければ、私は大変うれしいというふうに思ってま

す。 

○２番（越田賢一君） わかりました。いいです。 

○議長（信谷俊樹君） いいですか。 

○２番（越田賢一君） はい。 

○議長（信谷俊樹君） ほかに質疑はございませんか。 

 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） 先ほど尾尻議員が質問したのを引き続きになる部分なんですけれ

ども、３０ページの学習交流センターの使用料についてなんですけど、先ほど２３名で予

算計上しとるのを２０名ってされてましたけど、今回県外から何名が来られるのかちょっ

と知らないんですが、実際に２０名しか来なかったんですか。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 予算書上の２３名と申しますのは、新しい１年生を１３

名に、３０名のフルになっておりませんので、若干ふやしてもいいのかなという考えで２

３名にしておりましたけれども、先般も委員会等で申し上げましたように、試験が始まる

までに合格したら寮のほうに入りたいっていう子が１９名おりました。それから、１次試

験で５名が合格した後に、ほかの残った１４名の子には、もしかしたら合格しても寮のほ

うに必ず入れるという保証はないという連絡をさせていただいて、現在１２名の子が入寮

希望者がおります。 

 ただ、ことし、昨年の状況から見まして、次年度以降もこの程度の人数が手を挙げてく
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ださるのではないかということで、各学年やはり１０名の３０名体制を維持していくのが

一番いいのではないかということで、２０名という形で先ほどは申し上げました。 

○議長（信谷俊樹君） 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） 先ほど委員会のときも確かに説明を受けた部分のとおりだと思う

んですけど、今の話、１２名が今現状で要望があるのであれば、例えばですけど、中学校

を卒業してすぐ県外のほうから来られる方が寮に入れないよりは、例えばどういうふうな

募集で１２名の中の１０人に選んだのか、ちょっとわからないんですけど、１年の余裕が

あって、その間に考えて違うとこを探すとか、１年の生活を見る上で寮にたちまち入れて

あげるとかというて、はじかれた、言葉は悪いですけど、はじかれた２名に対しても、１

年の猶予を与える意味でも２名を入れるというのは不可能なんですか。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 水橋議員のおっしゃることもごもっともだとは思います

けれども、現在、寮に入れないお子さんの保護者、また子供さん等と話をさせていただき

ながら、住む場所のあっせんですとかっていうのを丁寧に説明させていただいて、相談さ

せていただいているところでございます。 

 ただ、ことしに限っては、水橋議員がおっしゃられるようなこともできるのかなとは思

いますけれども、次年度以降についてはそういうこともできませんので、その辺も踏まえ

て検討してまいりたいと考えております。 

○議長（信谷俊樹君） 町長。 

○町長（高田幸典君） この入居については、課長も申しましたけども、バランスよく入

る人、県内もおりますけど、県外というのを１０名、１０名、１０名というふうに割り振

らないと、その学年、学年で、例えば１２入れたら次は８人しか入れないとか、そういう

ことがないように、うちのほうでは毎年１０名以上の方が希望されて、１０名が入って、

バランスよく毎年１０名を町外、寮に入らなきゃならない人をやりたいということを考え

てるわけですね。それ以外の方を町内であっせんをするということについては、やはり寮

の中で責任を持って預かるということが大事だろうというふうに思うわけですね。外に出

して、その家庭のほうが責任を持ってやってくださればいいんですけど、負担が１年間、

３年間いるわけですから、１年間ですかね、寮にまた戻られるという欠員が出ればという

ことになろうかと思いますけども、そういった責任を持って預かるという意味では、私ど

もはやはり寮の中に入って規律正しい生活をしていただくということですから、年によっ
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て１２名希望があれば１２名入れるということになると、どっかで８名しか、ことしは入

れませんよとかというところが出てくるので、そういうバランスを考えて、この寮を運営

したいというふうに思っております。 

○議長（信谷俊樹君） 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） ということは、今後、例えば今１０人ということで、今１０個あ

くような形に来年度はなる上で、来年度入る入寮希望者が仮に５名だった場合はもう５個

あくし、その翌年が１５名やったところでも１０人しか入れないんで５個あくみたいな運

用をしていくということですか。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 最初のところで、１年生で入ってくる子供については１

０名で、先ほどちょっと入れない子がいるという話もさせていただきましたけれども、そ

の子たちについても優先順位をつけさせていただいて、１０名この春に入った子がそのま

ま３年間過ごしていただくのが一番いいんですが、今までの例を見てますと、数名が退寮

したり、学校のほうをおやめになったりして、あきができておりました。そういう場合に

は、優先的に優先順番どおりに寮のほうに入れるという説明をさせていただいておりま

す。 

○議長（信谷俊樹君） 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） ちょっと済いません。僕の頭の中が理解できてないんで、もう一

遍改めて教えてください。 

 要は今回１０名入れて、２名はどっかよそにおれということですよね。要はその２名

は、よそに行く以上は個人の責任のもと、勝手にやってくださいと。なんじゃけど、町の

都合であきがあったけん、あんたら入ってもええよっていう話にしようという意味です

か。済いません、僕の頭の中は理解できてないです。済いません。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 人数が希望者が多過ぎて、厳格にある程度線引きをしな

いといけないということで今回こういう措置ですが、１１番目、１２番目の子につきまし

ては、先ほど申しましたように、もし退寮者が出た場合には入れるというお約束はさせて

いただいているということです。 

○議長（信谷俊樹君） 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） その上で、僕の今質問の部分だったんですけど、今の言うとおり
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で、優先順位がある。で、最初の１０名が入れるのはわかりました。で、２人、今現在余

っとんですよね。でも、部屋も１０個余っとんですよね。なら、この２名に対して、僕の

質問の思いですけど、２名に対して、とりあえずはあいとるけん、入れるじゃないです

か。の上で、入った上で、ただ１年後は、１学年の定員は１０名、先ほど言うたようにバ

ランスよく１０名をずっとやっていく上で、１０名を入れるというのはわかるんですけ

ど、なら１０名以上の希望があったときには、あふれる部分が確かにあるんでしょうが、

そのあふれとる２名の方で、もし退寮者がいない場合にあきがなかったら、そのとき初め

て民間に移るような形にという話のもと、大条件のもと入ってもらうという選択とかはな

いんですかっていう意味の質問でした。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 水橋議員がおっしゃられることについても、担当のほう

と議論してまいりましたけれども、先ほど申しましたように１９名の希望者がおられて、

優先順位をつけさせていただいて通知して、受験そのものを諦めたりされてる方もおられ

ます。その方たちの心情を考えますと、こちらのほうからもう寮のほうには入れませんよ

と通知をいたしましたけれども、どうしてもこちらに来たいという生徒さんがおられるの

で、何とかという考えだと思うんですが、そちらのほうをとってしまいますと、諦めた

方、また寮のほうを希望されなくても、その１９名の中のどなたかが受験されて合格され

てるのかどうかわかりませんけれども、そういう方たちとのバランスが不平等という形に

なると考えますので、なかなか難しいと思います。 

○議長（信谷俊樹君） 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） 今後も要は１０人というのをきちっと決めて、それ以上はもう入

れないという方針でいくということは、募集のときにも１０人しか入れません、それ以上

は切りますよっていう、入寮ですけれども、切りますよという前提のもと募集をかけてい

くということですか。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 募集というか、学校のほうの説明会とか、全国募集の説

明会とかも含めまして、これからパンフレット等もつくってまいりますけれども、そちら

のほうには明記をしたいと考えております。 

○議長（信谷俊樹君） 水橋議員。 

○５番（水橋直行君） １つ、その中で提案の部分になるんですけど、今これから県外募
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集で島内に来ていただく方が、島内の子供が減っていきよる以上はふえてくると思うんで

すが、もっと柔軟的に見ていけれるような状態をつくってあげたほうが、今のこの予算と

は別に大崎海星高校等、ああやって魅力化とか、商船学校だったりとか、島の魅力化をし

たような募集をかけて若い子に来ていただこうみたいな動きをしとるのに、ちょっと逆行

しとるような気がするので、その部分が。柔軟な部分がない部分もあり、代替案も含めた

上でこれからのことも考えてやったほうが、何か魅力化がさらに魅力があるような気がし

ます。 

○議長（信谷俊樹君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（望月邦彦君） 水橋議員がおっしゃられることも一理あり、大変大切な

ことだとは思いますが、やはり施設を運営する、募集をするというのは、全国の保護者も

含めて生徒さんがいろいろ住居のことで考えられたときに、やはり厳格な体制で臨むほう

が管理というか説明がついて、あちらのほうも納得されるのではないかということで、検

討はしてみます。 

○５番（水橋直行君） ありがとうございます。 

○議長（信谷俊樹君） ほかに質問はございませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第１９号平成３１年度大崎上島町一般会計予算についてを採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号は原案のとおり

決定されました。 
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 暫時休憩をいたします。 

 １３時００分より再開いたします。 

            午後０時０３分 休憩 

            午後１時００分 再開 

○議長（信谷俊樹君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第２、議案第２０号平成３１年度大崎上島町国民健康保険事

業特別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２０号平成３１年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計

予算について提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億４，８２９万１，０００円と定

めるものでございます。 

 歳入予算の主なものは、国民健康保険税１億５，２７１万９，０００円、県支出金９億

２，６１２万９，０００円、繰入金１億６，８７１万８，０００円を計上しております。 

 歳出予算の主なものは、総務費３，６０６万２，０００円、保険給付費９億３４５万

９，０００円、国民健康保険事業費納付金２億８，２４１万円、保健事業費２，０５３万

円を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 
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 これより議案第２０号平成３１年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計予算について

を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第３、議案第２１号平成３１年度大崎上島町介護保険事業特

別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２１号平成３１年度大崎上島町介護保険事業特別会計予算

について提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億２，３２８万１，０００円と定

めるものでございます。 

 歳入予算の主なものは、介護保険料２億７，８３１万４，０００円、国庫支出金３億

９，０００万６，０００円、支払基金交付金３億８，６０７万６，０００円、県支出金２

億１，９８２万６，０００円、一般会計繰入金２億４，８８８万５，０００円等を計上い

たしております。 

 歳出予算の主なものは、総務費６，０３４万３，０００円、保険給付費１３億８，７３

９万円、地域支援事業費７，４５４万４，０００円等を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２１号平成３１年度大崎上島町介護保険事業特別会計予算についてを採

決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第４、議案第２２号平成３１年度大崎上島町後期高齢者医療

保険事業特別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２２号平成３１年度大崎上島町後期高齢者医療保険事業特

別会計予算について提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，６９０万５，０００円と定め

るものでございます。 

 歳入予算の主なものは、後期高齢者医療保険料１億２，０２６万４，０００円、繰入金

５，６６０万４，０００円を計上しております。 

 歳出予算の主なものは、総務費３０６万５，０００円、広域連合納付金１億７，３３２

万８，０００円を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２２号平成３１年度大崎上島町後期高齢者医療保険事業特別会計予算に

ついてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第５、議案第２３号平成３１年度大崎上島町公共下水道事業

特別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２３号平成３１年度大崎上島町公共下水道事業特別会計予

算について提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，０９８万５，０００円と定め

るものでございます。 

 歳入予算では、公共下水道費使用料５，８０７万円、一般会計繰入金７，０９１万円、

下水道債１５０万円を計上しております。 

 歳出予算では、総務管理費に下水道計画設計業務として委託料８４３万７，０００円、

公共下水道施設管理費に処理場中継ポンプの電気代として１，０２０万５，０００円、処

理場維持管理、中継ポンプ維持管理、脱水汚泥処分として委託料２，３６４万１，０００

円、水位計取りかえ、その他修繕費として工事請負費２５０万６，０００円、公共下水道

施設建設費に枝線管渠東原下地区として工事請負費３００万円を計上いたしております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２３号平成３１年度大崎上島町公共下水道事業特別会計予算についてを

採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２３号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第６、議案第２４号平成３１年度大崎上島町農業集落排水事

業特別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２４号平成３１年度大崎上島町農業集落排水事業特別会計

予算について提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，９７６万９，０００円と定めるも

のでございます。 

 歳入予算では、下水道費使用料９８５万１，０００円、一般会計繰入金２，８２１万

４，０００円、下水道債１５０万円を計上しております。 

 歳出予算では、農業集落排水施設管理費に処理場中継ポンプの電気代として３２７万

３，０００円、濃縮汚泥運搬費として役務費に３９９万６，０００円、処理場維持管理、

中継ポンプ維持管理として委託料５４２万６，０００円、マンホールポンプ場改造工事、

その他修繕費として工事請負費５７７万円を計上いたしております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 
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○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２４号平成３１年度大崎上島町農業集落排水事業特別会計予算について

を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第７、議案第２５号平成３１年度大崎上島町漁業集落排水事

業特別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２５号平成３１年度大崎上島町漁業集落排水事業特別会計

予算について提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１９１万２，０００円と定めるも

のでございます。 

 歳入予算では、下水道費使用料１，４１２万４，０００円、県補助金２，２１１万８，

０００円、一般会計繰入金５，４３５万６，０００円、下水道債１，１００万円を計上し

ております。 

 歳出予算では、漁業集落排水施設管理費に処理場中継ポンプ電気代として６１１万８，
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０００円、濃縮汚泥運搬費として役務費４０１万６，０００円、浄化槽並びに中継ポンプ

維持管理費として委託料９４１万３，０００円、水位計取りかえ、その他修繕として工事

請負費２５０万６，０００円、漁業集落排水施設建設費に機能保全工事に係る実施設計業

務として委託料４５３万２，０００円、機能保全工事として工事請負費３，６３３万４，

０００円を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２５号平成３１年度大崎上島町漁業集落排水事業特別会計予算について

を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第８、議案第２６号平成３１年度大崎上島町港湾管理特別会

計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２６号平成３１年度大崎上島町港湾管理特別会計予算につ

いて提案説明を申し上げます。 
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 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２６４万３，０００円と定めるも

のでございます。 

 本会計は、町内の鮴崎港、大西港、木江港にあります桟橋、護岸など、県の港湾施設の

維持管理を県の委託を受けて町が執行する予算でございます。 

 歳入予算では、桟橋、物揚場、上屋使用料など、港湾施設使用料で１，７２８万円及び

一般会計繰入金４６１万７，０００円等を計上しております。 

 歳出予算では、職員人件費９９７万８，０００円、港湾施設の光熱水費や上下水道費と

して６８４万２，０００円、施設管理委託費として２７５万８，０００円、施設維持工事

費として２９５万３，０００円等を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 越田議員。 

○２番（越田賢一君） ページ数がちょっとわからんのですけど、１の１の１の港湾内施

設維持工事で、その中に中身として桟橋の水かえ工事というのがあるんですけども、どこ

の水かえですかね、教えてください。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 毎年実施しているんですけれども、矢弓が１カ所、それから

もう一つについては、向山もしくは他のポンツーンということで、２カ所を考えておりま

す。 

○議長（信谷俊樹君） 越田議員。 

○２番（越田賢一君） ２カ所で、これぐらいの額で済むんですか。で、時間的にはどれ

ぐらいかかるんです。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 水かえ自体は垂直ポンプで海へ排水するのみなので、簡単な

工事でございます。 

 ただ、ポンツーンの上ということで、腐食が進んで、ふたがあきにくいというところが

工事費のかかる主な要因となっております。期間については、ふたがすんなりあけば半日

程度で終わるものです。 
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○２番（越田賢一君） わかりました。いいです。 

○議長（信谷俊樹君） ほかに質疑はございませんか。 

 閑田議員。 

○３番（閑田大祐君） 上屋と待合所についてなんですけども、トイレが各地の公共施設

等でもう洋式化がほぼほぼ進んできてるんですけども、この港の待合所のトイレについて

は、今後そのような計画はないんでしょうか。 

○議長（信谷俊樹君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 今年度、特に計上はしておりませんけれども、施設の劣化、

それから壊れたときに順次洋式トイレにかえていこうという方針でやっております。 

○議長（信谷俊樹君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２６号平成３１年度大崎上島町港湾管理特別会計予算についてを採決い

たします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第９、議案第２７号平成３１年度大崎上島町漁港管理特別会

計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２７号平成３１年度大崎上島町漁港管理特別会計予算につ
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いて提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４９万円と定めるものでございま

す。 

 本会計は、沖浦、明石地区にあります漁港の桟橋、護岸、防波堤など県の漁港施設の維

持管理を県の委託を受けて町が執行するものです。 

 歳入予算では、桟橋、用地の使用料など漁港施設使用料２３４万７，０００円、一般会

計繰入金１１４万円等を計上しております。 

 歳出予算では、漁港施設の光熱水費や修繕料として２４４万４，０００円、施設管理委

託費として７５万３，０００円、施設維持工事費として２５万３，０００円等を計上して

おります。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２７号平成３１年度大崎上島町漁港管理特別会計予算についてを採決い

たします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第１０、議案第２８号平成３１年度大崎上島町交通事業特別



- 130 - 

会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２８号平成３１年度大崎上島町交通事業特別会計予算につ

いて提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７万円と定めるものでございま

す。 

 本予算は、町営白水契島航路の運航に係る予算で、離島航路国庫補助対象航路でござい

ます。 

 歳入予算では、運賃収入３６０万円、離島航路国庫補助金４，５３９万４，０００円、

離島航路県補助金１，７３５万円、一般会計繰入金として３，３７２万３，０００円等を

計上いたしております。 

 歳出予算では、運航に係る職員人件費などとして３，９５２万３，０００円、運航に係

る燃料、光熱水費、その他諸費用として２，９１３万９，０００円、一般管理費として職

員人件費７４１万５，０００円、共有船使用料等１，３７５万２，０００円を計上いたし

ております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２８号平成３１年度大崎上島町交通事業特別会計予算についてを採決い

たします。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第１１、議案第２９号平成３１年度大崎上島町干拓地管理特

別会計予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第２９号平成３１年度大崎上島町干拓地管理特別会計予算に

ついて提案説明を申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２２３万７，０００円と定めるも

のでございます。 

 歳入予算では、使用料及び手数料として建設残土受け入れ手数料９００万円等を計上

し、大串干拓地整備基金から１，３１０万９，０００円を繰り入れることにより収支の均

衡を図ることとしております。 

 歳出予算では、総務費に干拓地管理事業２，２１１万４，０００円、大串干拓地整備基

金積立金１２万２，０００円を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 
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 これより議案第２９号平成３１年度大崎上島町干拓地管理特別会計予算についてを採決

いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第１２、議案第３０号平成３１年度大崎上島町水道事業会計

予算についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（高田幸典君） 議案第３０号平成３１年度大崎上島町水道事業会計予算について

提案説明を申し上げます。 

 本案は、水道事業収益５億３，９１４万円、水道事業費用５億３，６４２万３，０００

円、資本的収入１億３，１７６万１，０００円、資本的支出１億３，６２８万９，０００

円と定めるものでございます。 

 水道事業収益については、水道料金３億７４万１，０００円、一般会計補助金５，１８

６万６，０００円、水道事業費用については県用水購入費として受水費２億３，３８６万

５，０００円、検針、水質検査、法適化支援、有収率向上業務として委託料３，２３４万

２，０００円、電気代として動力費１，２６４万２，０００円を計上しております。 

 資本的収入については、企業債７，２１０万円、他会計補助金５，５３０万円、資本的

支出については、中野配水池定水位弁設計業務として委託料４９８万８，０００円、沖浦

明石連絡管布設工事、大串、長島、中野配水池定水位弁設置工事、水道施設更新工事とし

て工事請負費７，６００万１，０００円を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（信谷俊樹君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第３０号平成３１年度大崎上島町水道事業会計予算についてを採決いたし

ます。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（信谷俊樹君） 日程第１３、各常任委員会、議会運営委員会及び広報調査特別委

員会の閉会中の事務調査の承認についてを議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び広報調査特別委員長から各委員会における事務調査

等の事件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元にお配りしたとおり閉会中

の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（信谷俊樹君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出どお

り、閉会中の継続調査とすることに決定されました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 これで平成３１年第１回大崎上島町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

            午後１時２５分 閉会 
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